
 

 

 

 

平成３０年 第１１回 

 

三種町選挙管理委員会議案 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年９月３日提出 

 

 

 

 

 

                      日  時 平成３０年９月３日（月） 

                           午前９時 

                      場  所 三種町役場 第３会議室 

 

                      署名委員 

 

                      署名委員 

 



次      第 

 

１ 委員長あいさつ 

２ 会議録署名委員の指名（   委員、   委員） 

３ 案 件 

（１）議案第４３号 三種町議会議員一般選挙における選挙運動費用収支報告書 

          の要旨の公表について 

（２）議案第４４号 選挙人名簿に登録することについて 

 （３）議案第４５号 選挙人名簿から抹消することについて 

 （４）報告第１２号 登録の移替えをした者について 

 （５）報告第１３号 選挙権を有する者の５０分の１の数について 

 （６）報告第１４号 選挙権を有する者の３分の１の数について 

  

４ その他 

 



議案第４３号 

 

三種町議会議員一般選挙における選挙運動費用収支報告書の 

要旨の公表について 

 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１９２条第１項の規定により、平成３

０年５月１３日執行の三種町議会議員一般選挙における候補者の選挙運動に関する収

支報告書の要旨を別紙のとおり公表する。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

                     三種町選挙管理委員会 

                     委員長 嶋 田  仁 

 

 

公表の方法 三種町掲示場に掲示する。 

  



議案第４４号 

 

選挙人名簿に登録することについて 

 

 公職選挙法第２２条第１項の規定により、別紙の者を平成３０年９月１日付けで選

挙人名簿に登録する。 

 

平成３０年９月３日提出 

 

三種町選挙管理委員会   

委員長 嶋 田  仁  

 

 

１ 新有権者登録  平成３０年９月１日までに満１８歳に達する者 

          生年月日：平成１２年６月３日から平成１２年９月２日まで 

           男 １６人  女 １６人  小計 ３２人 

 

２ 転入登録    平成３０年６月１日以前より引き続き三種町に居住している者 

          転入日：平成３０年３月２日から平成３０年６月１日まで 

           男 ３５人  女 ２６人  小計 ６１人 

           

３ 登録者総数    男 ５１人  女 ４２人  合計 ９３人 

 

  



議案第４５号 

 

選挙人名簿から抹消することについて 

 

 公職選挙法第２８条の規定により、別紙の者を平成３０年９月１日付けで選挙人名

簿から抹消する。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

三種町選挙管理委員会   

委員長 嶋 田  仁  

 

 

１ 死亡抹消者  届出日：平成３０年６月１日から平成３０年８月３１日まで 

          男 ３１人  女 ４６人  小計 ７７人 

 

２ 転出抹消者  平成３０年４月３０日以前に三種町から転出した者 

転出日：平成３０年２月１日から平成３０年４月３０日まで 

          男 ５９人  女 ６７人  小計 １２６人 

 

３ 抹消者総数   男 ９０人  女 １１３人  合計 ２０３人 

  

  

  

  



報告第１２号 

 

登録の移替えをした者について 

 

 平成３０年９月１日付けの定時登録に係る登録の移替えをした者は、別紙のとおり

である。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

三種町選挙管理委員会   

委員長 嶋 田  仁  

 

 

平成３０年６月１日から平成３０年８月３１日までの町内転居により投票区の移替

えをした者 

男 １０人  女 １３人  合計 ２３人 

  

  

  



報告第１３号 

 

選挙権を有する者の５０分の１の数について 

 

 地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数

の５０分の１の数は３０３である。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

三種町選挙管理委員会   

委員長 嶋 田  仁  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 

第７４条第１項 条例の改廃請求 

 第７５条第１項 地方公共団体等の事務等の執行に係る監査請求 

 



報告第１４号 

 

選挙権を有する者の３分の１の数について 

 

 地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項及び第８１条第１項並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３

分の１の数は５，０４４である。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

三種町選挙管理委員会   

委員長 嶋 田  仁  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 

 第７６条第１項  議会の解散請求 

 第８０条第１項  議員の解職請求 

 第８１条第１項  長の解職請求 

 地教組第８条第１項 教育委員の解職請求 

  



【今後の日程について】 

１０月１２日（金）  第１２回選挙管理委員会 

（裁判員・検察審査員・海区名簿） 

 

１２月 ３日（月）  第１３回選挙管理委員会（定時登録） 

           午前９時 三種町役場第３会議室 


